
令 和 6 年 ( 行 ツ ) 第 2 1 号

判決

言渡 令 和 7 年 6 月 1 6 日

交付 令和 7年 6月 1 6日゛

裁判所書記官

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記当事者間の東京高等裁判所令和4年(行コ)第 1 9 8号持続化給付金等支払

請求事件につ七、て、同裁判所が令和5年10月5日に言い渡し九判決に対し、上告

人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとお p判決する。

本件上舎を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

上告代理人平裕介ほかの上告理由について

第1 事実の概要.

1 本件は:風格営業等の規制亙び業務の適正化等に関する法律(以下「雇営

法」という。) 2条 7項 1号所定の無店舗型性嵐俗特殊営業(以下「本件特殊営

業」という。)を行う事業者である上告人が、新型コロナウイルス感染症の拡大等

を受けて被上告大国が策定した@続化給付金給付規程(中小法人等向け)

年 8 月 1 日 付 け の も の 。 以 下 「 持 続 化 給 付 金 規 程 」 と い う 。 ) 及 び 家 賃 支 援 給 付 金

給 付 規 程 ( 中 小 法 人 等 向 け ) I ( 同 年 1 0 月 2 9 日 改 正 前 の も の 。 以 下 「 家 賃 支 援 給

付釜規程」という。)に定める各給付金(以下「本件各給付金」という。)につ

き、本件特殊営業を行9事業者には給付しないこととされていることが、憲法土4

条1項、22条1J jに違反するなどと主張して、被上告人らに対し、本件各給付金

の支払等を求める事案である。

2 原著の適法に振定した事実関係の概要は、次のとおりである。

(1) 持続化給付金規程は、概要、次のとおり定める。
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裁判所書記官

1 本件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営

き、本件特殊営業を行う事業者には給付しないこととされていることが、憲法14

言渡 令和7年6月16日

交付 令和7年6月16日

令和6年（行ツ） 第21号
判 決

事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

上記事者間の東京高等裁判所令和4年（行コ）第198号持続化給付金等支払

請求事件について、同裁判所が和5年10月5日に言い渡した判決に対し、上告

人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。

主 文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由
上告代理人平裕介ほかの上告理由について

第1 事案の概要、

法」という。）2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業（以下「本件特殊営

業」という。）を行う事業者である上告人が、新型コロナウイルス感染症の拡大等

を受けて被上告人国が策定した持続化給付金給付規程（中小法人等向け）（和2

年8月1日付けのもの。以下「持続化給付金規程」という。）及び家賃支援給付金

給付規程（中小法人等向け）（同年10月29日改正前のもの。以下「家賃支援給

付金規程」という。）に定める各給付金（以下「本件各給付金」という。）につ

条1項、22条1項に違反するなどと主張して、被上告人らに対し、本件各給付金

の支払等を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

（1） 持続化給付金規程は、概要、次のとおり定める。
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ア 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等に

より、特に大きな影響を受けている中小法人等に対し、事業の継続を支え、再起の

aとicるよう、事業全般に広く&える持続化給付金を給付す6ことを目的とす!>

イ 持続化給付金の給付の申請者は、資本金の額又は出資の総額が10億円米滴

であること等の所定の要件i満たす法人であることを要し(4条)、その申請は、

所定の期間内に、中小企業庁0設置する持続il=給付金事務局に対して行うものとす

ウ 持続化給付金は、申請者からの申請により成立し、持続化給付金事務局の審

査を経て中小企業庁長官bs給付額を決定する贈与契約に基づき給付iれる(9条1

項) o'

エ給付額は、 2 0 0万円を超えない範囲で、令和 2年 1月以降、新型コロナウ

イルス感染症の拡大の影響等叫より之前年同月比で事業睦入が50%以上減少し恕

月の属する事巣年度の直前の事業半度【:.おける年間事業収入から当該月の月間事業

収 入 に 1 2 を 乗 じ て 得 た 額 を 差 し 引 い た も の と す る ( 4 条 、 5 条 ) 。

(2) 家賃支援給付金規程は、概要、次のとおり定めるj

ア 新型巴ロナウイル耳感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宣言の延長等に

より゛、売上iヶの急祓に直面する中小法人等にとって土地又は建物の賃料等の負担が

特に重くなっている現状に鑑み、これらの中小法人等に対し、事業の継続を下支え

するため(z>家賃支援給付金を給付し、もっ七賃料等の円滑な支払iz資することを目

的 と す る ( 2 条 ) 。

イ 家賃支援給付金の給付の申請者は、賃貸借契約等に基づき他人の所有する土

地又は建而の使用及び収益をする権利を有する者であってl『資本金の額又は出資の

総額がi0億円未満であること等の所定の要件を満たす昧人であることを要し(4

条)、その申請は、所定の期間内に、中小企業庁長官の設置する家賃支援給付金事

務 局 に 対 し て 行 う も の と す る ( 3 条 、 7 条 1 項 、 2 項 ) 。
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より、特に大きな影響を受けている中小法人等に対し、事業の継続を支え、再起の

糧となるよう、事業全般に広く使える持続化給付金を給付することを目的とする

所定の期間内に、中小企業庁の設置する持続化給付金事務局に対して行うものとす

イルス感染症の拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した

特に重くなっている現状に鑑み、これらの中小法人等に対し、事業の継続を下支え

地又は建物の使用及び収益をする権利を有する者であって、資本金の額又は出資の

総額が10億円未満であること等の所定の要件を満たす法人であることを要し（4

ア 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等に

（2条）。

イ 持続化給付金の給付の申請者は、資本金の額又は出資の総額が10億円未満

であること等の所定の要件を満たす法人であることを要し（4条）、その申請は、

る（3条、6条1項、2項）。
ウ 持続化給付金は、申請者からの申請により成立し、持続化給付金事務局の審

査を経て中小企業庁長官が給付額を決定する贈与契約に基づき給付される（9条1

項）。
工給付額は、200万円を超えない範囲で、和2年1月以降、新型コロナウ

月の属する事業年度の直前の事業年度における年間事業収入から当該月の月間事業

収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとする（4条、5条）。

（2） 家賃支援給付金規程は、概要、次のとおり定める。

ア 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された緊急事態宜言の延長等に

より、売上げの急減に直面する中小法人等にとって土地又は建物の賃料等の負担が

するための家賃支援給付金を給付し、もって賃料等の円滑な支払に資することを目

的とする（2条）。

イ家賃支援給付金の給付の申請者は、賃貸借契約等に基づき他人の所有するエ

条）、その申請は、所定の期間内に、中小企業庁長官の設置する家賃支援給付金事

務局に対して行うものとする（3条、7条1項、2項）。
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ウ 家賃支援給付金は、申請者からの申請により成立し、家賃支援給付金事務局

の行う審査を経て中小企業庁長官が給付額徴沫定する贈与幽約に基づき給付される

( 1 0 条 1 項 ) 。

エ給付額ば、1か月分の賃料等の総額が7 5万円以下の場合には、これに3分

の 2 を 乗 じ て 得 た 額 に 6 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 上 記 総 額 が 7 5 万 円 よ り 大 き い 場 合

には、6 0 0万円を超Lない範囲で、上記総額から7 5万円を差し引いて得た額を

3 で除し、それに 5 0万円をヵ口えた額に、 6を乗じた額とするなど所定の方法 iこよ

り 算 定 し た 額 と す る ( 5 条 、 6 条 ) 。

(3) ゛持面化給付金規程及び家賃支援給付金規程iー、いずれも、本件特殊営面を含

む性風俗関連特殊営業(風営法2条5項)を行う事論者に対しては、本件各給付金

を給付しない旨の定めを置いている(持続化給付金規程8条1項3号、家賃支援給

付 金 規 程 9 巣 1 項 当 号 ) 。

(4)令和2年9月、上告人は、上記各事務局に宛てて本件各給付金を申請する旨

の書面を発送し、これらの書面はいずれも中小企業庁に到達した。

(5) 被上告人デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、持

続;(ヒ給付金事務局の業務を受託していた者であり、被上告人株式会社リクルート

は、家賃支援給付金事務局の業務を受託していた者である。

第2 上告理由のうち憲法14条1項違反をいう部分について

1 所論は、被上告大国が上記第1の2(3)の定めにより本件特殊営業を行う事業

者に対Lて本件各給付金を給付しないこととしていること(以下「本件各取扱い」

と い う 。 ) は 、 そ の 給 付 を 受 け る こ と が で き る 事 業 者 と の 区 別 に お い て 、 憲 法 1 4

条 1 項 に 違 反 す る 旨 を い う も の と 解 さ れ る 。

2 憲 法 1 4 条 1 項 は 、 法 の 下 の 平 等 を 定 め て お り 、 この規定は、事柄の性質に

応じた合理的な根拠に基づくt>.のでない限り、法的な並別的取扱いを禁止する趣旨

の も の で あ る と 解 す べ き で あ っ て ( 最 高 裁 昭 和 3 7 年 ( オ ) 第 1 4 7 2 号 同 3 9 年

5 月 2 7 日 大 法 廷 判 決 ' 民 集 1 8 巻 4 号 6 7 6 頁 等 参 照 ) 、 本 件 各 取 扱 い に つ い て

（10条1項）。

には、600万円を超えない範囲で、上記総額から75万円を差し引いて得た額を

の書面を発送し、これらの書面はいずれも中小企業庁に到達した。

という。）は、その給付を受けることができる事業者との区別において、憲法14

条1項に違反する旨をいうものと解される。

2憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定は、事柄の性質に

応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨
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ウ 家賃支援給付金は、申請者からの申請により成立し、家賃支援給付金事務局

の行う審査を経て中小企業庁長官が給付額を決定する贈与契約に基づき給付される

工給付額は、1か月分の賃料等の総額が75万円以下の場合には、これに3分

の2を乗じて得た額に6を乗じて得た額とし、上記総額が75万円より大きい場合

3で除し、それに50万円を加えた額に、6を乗じた額とするなど所定の方法によ

り算定した額とする（5条、6条）。

（3） 持続化給付金規程及び家賃支援給付金規程は、いずれも、本件特殊営業を含

む性風俗関連特殊営業（風営法2条5項）を行う事業者に対しては、本件各給付金

を給付しない旨の定めを置いている（持続化給付金規程8条1項3号、家賃支援給

付金規程9条1項3号）。
（4） 令和2年9月、上告人は、上記各事務局に宛てて本件各給付金を申請する旨

（5） 被上告人デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社は、持

続化給付金事務局の業務を受託していた者であり、被上告人株式会社リクルート

は、家賃支援給付金事務局の業務を受託していた者である。

第2 上告理由のうち憲法14条1項違反をいう部分について

1所論は、被上告人国が上記第1の2（3）の定めにより本件特殊営業を行う事業

者に対して本件各給付金を給付しないこととしていること（以下「本件各取扱い」

のものであると解すべきであって（最高裁昭和37年（オ）第1472号同39年

5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁等参照）、本件各取扱いについて



は、本件各給付金が一定の政策目的をもって公費により給付されるものであること

を踏まえた上で、給付対象となる事業者と本件特殊営業を行う事業者を区別するこ

とが不合理であるといえない限り、同項に違反するものではないというべきである。

3(1) 本件各給付金は、新型コロナウィル-3感染症の拡大の影響等により売上げ

が減少するなどLた中小法A等の事業の継続を支えるとの政策目的を実現-a--6ため

公費により給付されるものであって、給付対象とされない者の権利の制約を伴うも

のでもないことからすると、被上舎人国において本件各給付金に係る制度を設ける

に当たっては、政策的な見地から種々の考慮要素を勘案して給付対象者の範囲を画

す る こ と が 許 さ れ る と い う べ i で あ る 。

(2)本件各取扱いは、本件特殊営業を行う事業者に対して本件各給付金を給付し

ないこととするものであるところ、本件特殊営業は、 「人の住居又は人の宿泊の用

に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供

する営業で、 当祓役歯を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営む

もの」 (風営法2条7項 1号 )であり、事業者が、その派遣- $ -る接$従業者をし

て、不特定の者の性的欲望を満足させるために身体的な接触を伴う役務を提供さ

せ、その対価を受ける点に特徴がある。

そして、本件特殊営業については、風営法において種七の規制がされているとこ

ろ(第4章第1節第2款)、これは、本件特殊営業が上記の特徴を有することに鑑

み、このような規制をしなければ、善良の風俗や清浄な風俗環雀を保持し、少年の

健全な育成に障害を及ぼす行為を防正することができないと考えられたからにほか

ならない(同法土条参照)。また、風営法囀本件特殊営業を届出制の対象としてい

るのは(3 1条の2 )、本件特殊営業については、その健全化を観念することがで

きず、風俗営業(同法2条1項)に対するものと同様の許可制をとること、すなわ、

ち、 一定の水準を要求して健全化を図ることを前提とした規律の下に置くことは適

当でないと考えられたことによるものと解される。

以上のとおり、本件特殊営業は、現行法上、上記のような規制をしなければ善良
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を踏まえた上で、給付対象となる事業者と本件特殊営業を行う事業者を区別するこ

とが不合理であるといえない限り、同項に違反するものではないというべきである。

が減少するなどした中小法人等の事業の継続を支えるとの政策目的を実現するため

公費により給付されるものであって、給付対象とされない者の権利の制約を伴うも

することが許されるというべきである。

て、不特定の者の性的欲望を満足させるために身体的な接触を伴う役務を提供さ

せ、その対価を受ける点に特徴がある。

そして、本件特殊営業については、風営法において種々の規制がされているとこ

健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することができないと考えられたからにほか

るのは（31条の2）、本件特殊営業については、その健全化を観念することがで

きず、風俗営業（同法2条1項）に対するものと同様の許可制をとること、すなわ

ち、一定の水準を要求して健全化を図ることを前提とした規律の下に置くことは適

当でないと考えられたことによるものと解される。

以上のとおり、本件特殊営業は、現行法上、上記のような規制をしなければ善良
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は、本件各給付金が一定の政策目的をもって公費により給付されるものであること

3（1） 本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響等により売上げ

のでもないことからすると、被上告人国において本件各給付金に係る制度を設ける

に当たっては、政策的な見地から種々の考慮要素を勘案して給付対象者の範囲を画

2） 本件各取扱いは、本件特殊営業を行う事業者に対して本件各給付金を給付し

ないこととするものであるところ、本件特殊営業は、「人の住居又は人の宿泊の用

に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供

する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営む

もの」（風営法2条7項1号）であり、事業者が、その派遣する接客従業者をし

ろ（第4章第1節第2款）、これは、本件特殊営業が上記の特徴を有することに鑑

み、このような規制をしなければ、善良の風俗や清浄な風俗環境を保持し、少年の

ならない（同法1条参照）。また、風営法が本件特殊営業を届出制の対象としてい



の風俗や*浄な風俗環境が害される&どのおそれがあって、その健全化を観念し得

ないものとし七位置付けられているところ、本件特殊営業が上記の特徴を有するこ

とからすると、こ甲よう歴位置付けが合理桂を欠くものであるとはいえない。

(3) 本件各取扱いは、本件特殊営業の事業内容に着目し、その事2者を給付対象

から除外するものであるが、本件特殊営業についての上記のような現行法上の位置

付けや、本件特殊営業においては、接客従業者が顧客の指定する場而に出向いて上

記のような役務を提供するどいう業務態様であることから、接客従業者の尊厳を害

するおそれがあることを否定し難いものであることに照らせば、被上告大国におい

て本件各給付金【:係る制度を設けるに当たり、。本件特殊営業を行う事業者に対して

は、公費を支出してまでその事業の継続を支えることは相当でないと判断し、給付

対象から除外して区別することが不合理であるという土とはできない
0/

4 以上によれば、本件各取扱U、は、憲法14条1項に違反するものとはいえな

U＼。このことぱ、上記大I廷判決の趣旨に徴して明らかである。原著G C )判断は、以

上の趣旨をいうものとして是認することができる。諭旨は採用することができない。

第3 上告理由<zi>うち憲法22条1項違反をいう部分について

本件各取扱いは、本件特殊営業を行う事業者に対し、一定額の給付をし&いとい

うものにとどまるところ、これが同事業者の職業 l動に影響する面がある j = : して

も 、 上 記 第 2 で 説 示 し た > = こ ろ に 上 れ ば 而 憲 法 2 2 条 1 項 に 違 反 す る も の と は い え

な い 。 = . ( 7 ) こ と は 、 最 高 裁 昭 和 4 5 年 ( あ ) 第 2 3 号 同 4 7 年 1 1 . A 2 2 日 大 法 廷

判 決 ・ 刑 集 2 6 巻 9 号 5 8 6 頁 甲 趣 旨 に 徴 し て 明 ら が で あ る 。 こ れ と 同 旨 の 原 審 の

判断は是認することができる。論旨は採用することができない。

よって、裁判官宮川美津子の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。なお、裁判官安浪亮介の補足意見がある。

裁判官安浪亮介の補足意見ぼ、次のとおりである。

私は＼多数意見に賛同するものであるが、宮川裁判官の反対意見がある = .とを踏

ま先、補足的に意見を述べておきたい。

s

ないものとして位置付けられているところ、本件特殊営業が上記の特徴を有するこ

とからすると、このような位置付けが合理性を欠くものであるとはいえない。

から除外するものであるが、本件特殊営業についての上記のような現行法上の位置

は、公費を支出してまでその事業の継続を支えることは相当でないと判断し、給付

対象から除外して区別することが不合理であるということはできない。

4 以上によれば、本件各取扱いは、憲法14条1項に違反するものとはいえな

上の趣旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。

本件各取扱いは、本件特殊営業を行う事業者に対し、一定額の給付をしないとい

うものにとどまるところ、これが同事業者の職業活動に影響する面があるとして

も、上記第2で説示したところによれば、憲法22条1項に違反するものとはいえ

判断は是認することができる。論旨は採用することができない。

私は、多数意見に賛同するものであるが、宮川裁判官の反対意見があることを踏

まえ、補足的に意見を述べておきたい。

の風俗や清浄な風俗環境が害されるなどのおそれがあって、その健全化を観念し得

（3） 本件各取扱いは、本件特殊営業の事業内容に着目し、その事業者を給付対象

付けや、本件特殊営業においては、接客従業者が顧客の指定する場所に出向いて上

記のような役務を提供するという業務態様であることから、接客従業者の尊厳を害

するおそれがあることを否定し難いものであることに照らせば、被上告人国におい

て本件各給付金に係る制度を設けるに当たり、本件特殊営業を行う事業者に対して

い。このことは、上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。原審の判断は、以

第3 上告理由のうち憲法22条1項違反をいう部分について

ない。このことは、最高裁昭和45年（あ）第23号同47年11月22日大法廷
判決・刑集26巻9号586頁の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の

よって、裁判官宮川美津子の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。なお、裁判官安浪亮介の補足意見がある。

裁判官安浪亮介の補足意見は、次のとおりである。
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本件では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、本件各給付金の規

程により本件特殊営業を行う上告人に対して本件6給付金を給付しないとすること

(本件各取扱い)が憲法14条1項等に違反するh,否かが問題となっている。

多数意見は、その説示から明らかなとおり、被上告人国による本件各給付金の制

度設計において、本件特殊営業の事業内容(風営法2条7項1号)が、事業者にお

いて接客従業者を派遣して不特定の者の性的欲望を滴足させるために身体的な接触

を伴う役務を提供させ、その対価を受けるという特徴を有するものであることか

ら、本件酷殊営業を行う事業者に対して公費である本件各給付金蚕給付してまでそ

の事業の継続を支えることは相当でないとして給付対象となる事業者と区別して行

った本件各取扱いを不合理とはいえないとの判断を示し地ものである。そして、そ

の判断に当たり、多数意見は、上記o特徴を有する本件特殊営業につ1/＼て、風営法

における規制の目的や、風俗営業の場合(風営法4条以下参照)とは異なり、届出

制が採e;れ'cその健全イLを図るための適正な業務等の水準が定められていなv, :=.と

など現行法上の位置付けを考慮して結論を導いているのであって、我が国における

抽象的な性道徳の在りようを観念し、その観点かe)本件特殊営業を行う事業者や接

客従業者i他の者よりも劣位するなどと評価して本件各取扱いの合理性を判uした

ものではない。

また、本件特殊営業は讐顧客の性的欲望を満足させるための上記役務の提供を行

うものであることのほか、接客従業者が顧客の指定する場所に出向いて上記役務を

提供するという業務態様であることから、接客従業者において、事業者から切り離

された場所で顧客から不意に意に反する身体的な接触等を求められる場合もあるも

のと考えられ、そのような場合を始めとして接客従業者の尊厳を害する事態が生じ

得ることを否定することはできないのであって、本件特殊営業が事業内容としてそ

のような一面を有するものであることは無視し得ない。

以上のような事情からすれば、被上告大国が、政策的な見地か6、公費を支出し

て本件特殊営業の事業の継続i支えることは相当でない!=判断して他の事業者と区
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（本件各取扱い）が憲法14条1項等に違反するか否かが問題となっている。

を伴う役務を提供させ、その対価を受けるという特徴を有するものであることか

の事業の継続を支えることは相当でないとして給付対象となる事業者と区別して行

った本件各取扱いを不合理とはいえないとの判断を示したものである。そして、そ

制が採られてその健全化を図るための適正な業務等の水準が定められていないこと

など現行法上の位置付けを考慮して結論を導いているのであって、我が国における

ものではない。

提供するという業務態様であることから、接客従業者において、事業者から切り離

された場所で顧客から不意に意に反する身体的な接触等を求められる場合もあるも

得ることを否定することはできないのであって、本件特殊営業が事業内容としてそ

のような一面を有するものであることは無視し得ない。

本件では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において、本件各給付金の規

程により本件特殊営業を行う上告人に対して本件各給付金を給付しないとすること

多数意見は、その説示から明らかなとおり、被上告人国による本件各給付金の制

度設計において、本件特殊営業の事業内容（風営法2条7項1号）が、事業者にお

いて接客従業者を派遣して不特定の者の性的欲望を満足させるために身体的な接触

ら、本件特殊営業を行う事業者に対して公費である本件各給付金を給付してまでそ

の判断に当たり、多数意見は、上記の特徴を有する本件特殊営業について、風営法

における規制の目的や、風俗営業の場合（風営法4条以下参照）とは異なり、届出

抽象的な性道徳の在りようを観念し、その観点から本件特殊営業を行う事業者や接

客従業者を他の者よりも劣位するなどと評価して本件各取扱いの合理性を判断した

また、本件特殊営業は、顧客の性的欲望を満足させるための上記役務の提供を行
うものであることのほか、接客従業者が顧客の指定する場所に出向いて上記役務を

のと考えられ、そのような場合を始めとして接客従業者の尊厳を書する事態が生じ

以上のような事情からすれば、被上告人国が、政策的な見地から、公費を支出し

て本件特殊営業の事業の継続を支えることは相当でないと判断して他の事業者と区
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別したことが不合理であるとはいえないと考える。

裁判官宮川美津子の反対意aは、次のとおりである。

私は、本件各取扱いが憲法14条1項に違反しないとした$数意見には賛同する

こと;oiできない。以下理由を述'べる。

1 多数意見がいうように、憲法14条1項の規定は、事hの性質に応じた合理

的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであ

ると解す.,=(1きであり、本件特殊営業を行う事業者を本件各給付金の給付対象から除

外することになあ本件各取扱いが、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくもの

であるといえるか否かが問題となるム

2 本件番給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、売上げの減少

等の大きな影響を受けるに至った中小法人等に対し、事業の継続を支えるという政

策目的をもって給付される 1ものである。また、本件各給付金に係る制度の創設当

時、感染拡大防止のために、国や地方自治体は、国民に対し、不要不急の外出・移

動の自粛、いわゆる三密の回避等を要請し、事業暑に対しては休業・営業時間短縮

等の営業自粛を求めたため、事業者は業種を問わず広くその影響を垂けることにな

った。本件各給付金は、このような前例のない未知のウイルスとの戦いの中で、特

に厳しい状況にある中小法人等に対し実施が決定された緊急性の高い給付金であっ

て、かつ、感染拡大防止対策への協力についてプ定のモチベーションを与える意味

もあったと思われる。必がる本件各給付金の趣旨及び目的からは、給付対象となる

事業者の事業の種類によって異なる取扱いをすることは予定されていないというべ

きである。

そして、本件各取扱いは、本件特殊営業の事業内容に着目し、給扮対象から本件

特殊営業を行う事業者を特に除外するというものでありi本件特殊営業を行う事業

番及びその派遣する&客従業者が、あたかも社会的に見て劣位に撰かれているとい

う評価・印象を与え、あるいはそれらの固定化につながりかねない効果をもだらす

おそれがあることからすれば、本件各取扱いの合理性判断においては、上記の本件
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別したことが不合理であるとはいえないと考える。

私は、本件各取扱いが憲法14条1項に違反しないとした多数意見には賛同する

ことができない。以下理由を述べる。

1多数意見がいうように、憲法 14条1項の規定は、事柄の性質に応じた合理

的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであ

外することになる本件各取扱いが、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくもの

であるといえるか否かが問題となる。

等の大きな影響を受けるに至った中小法人等に対し、事業の継続を支えるという政

時、感染拡大防止のために、国や地方自治体は、国民に対し、不要不急の外出・移

等の営業自粛を求めたため、事業者は業種を問わず広くその影響を受けることにな

に厳しい状況にある中小法人等に対し実施が決定された緊急性の高い給付金であっ

て、かつ、感染拡大防止対策への協力について一定のモチベーションを与える意味

事業者の事業の種類によって異なる取扱いをすることは予定されていないというべ

特殊営業を行う事業者を特に除外するというものであり、本件特殊営業を行う事業

う評価・印象を与え、あるいはそれらの固定化につながりかねない効果をもたらす

おそれがあることからすれば、本件各取扱いの合理性判断においては、上記の本件

裁判官宮川美津子の反対意見は、次のとおりである。

ると解すべきであり、本件特殊営業を行う事業者を本件各給付金の給付対象から除

2 本件各給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大等を受け、売上げの減少

策目的をもって給付されるものである。また、本件各給付金に係る制度の創設当

動の自粛、いわゆる三密の回避等を要請し、事業者に対しては休業・営業時間短縮

った。本件各給付金は、このような前例のない未知のウイルスとの戦いの中で、特

もあったと思われる。かかる本件各給付金の趣旨及び目的からは、給付対象となる

きである。

そして、本件各取扱いは、本件特殊営業の事業内容に着目し、給付対象から本件

者及びその派遣する接客従業者が、あたかも社会的に見て劣位に置かれているとい
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各給付金の趣旨及び目的を重視す;<きであり、本件各取扱いが本件特殊営業の事業

考及び接客従業者の社会的評柚に与える影響も考慮して、合理性の有無を慎重に検

討す ; < 1 きであると考える。

3(1)多数意見は、本件特殊営業が、事業者がその派遣する接客従業者をし-d、

不特定の者の性的欲望を満足させるためk身体的な接触を伴半う$務を提供させ、1そ

の対価を受けるという特徴を有することから、風営法は、本件特殊営業を種々の規

制をしなければ善良の風俗< = S清浄な風俗環境が害されるなどのおそれがあってiそ

の健全化を観念し得ないものとして位置付け." < =いるところ、このような風営法上の

本件特殊営業の位置付けは合理性を欠くものとはv＼えないとし、このような風営法

における上記位置付けを本件各取扱いの合理性の根拠として単げている。

しかし歴がら、風俗営業(風営法2条1填)を行う事業者は、本件各給付金の給

付対象とされているところ、風営法iこおいて、風俗営業及び性風俗関連特殊営業

(同法2条5項)についてはいずれt)善良の風俗と清浄な風+8環境を*持し、及び

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、営業時間、営業区域等を制

限するとされており、さらに年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制

するとされてb ( 'るので& )り、風営法上、両者は、規制をしなければ善良の風俗や清

浄な風俗環境が害されるなどの自それがあるものとして位置付けられている点に違

い は な い ( 同 法 1 条 ) 。 ま た 、 立 法 府 と し て は 、性的サービスに関わる本件特殊営

業について、許可制の前提となも必要不可欠の水準や、健全化するための遵守事項

を提示することは、性という国民の極めてプライベートな事項に関わる営業につき

国が公的に水準釜定めることになりかねないため、本件特殊営業については届出制

という規制手法を選択し尭と考えることも可能であり、多数意見がいうように、本

件特殊営業が-eの健全化を観念し得ないものと$置付けられていると考えることは

相当でない。また、届出制、許可制の違いはあれ、風営法の規制の下で適法に営業

を行っている事業者を、本件各給付金の給付の場面で区別することは、本件各給付

金の趣旨及び目的と整合しないというほかない。したがって、風営法における*件
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討すべきであると考える。

不特定の者の性的欲望を満足させるために身体的な接触を伴う役務を提供させ、そ

の健全化を観念し得ないものとして位置付けているところ、このような風営法上の

しかしながら、風俗営業（風営法2条1項）を行う事業者は、本件各給付金の給

少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、営業時間、営業区域等を制

限するとされており、さらに年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制

するとされているのであり、風営法上、両者は、規制をしなければ善良の風俗や清

浄な風俗環境が害されるなどのおそれがあるものとして位置付けられている点に違

を提示することは、性という国民の極めてプライベートな事項に関わる営業につき

国が公的に水準を定めることになりかねないため、本件特殊営業については届出制

という規制手法を選択したと考えることも可能であり、多数意見がいうように、本

各給付金の趣旨及び目的を重視すべきであり、本件各取扱いが本件特殊営業の事業

者及び接客従業者の社会的評価に与える影響も考慮して、合理性の有無を慎重に検

3（1） 多数意見は、本件特殊営業が、事業者がその派遣する接客従業者をして、

の対価を受けるという特徴を有することから、風営法は、本件特殊営業を種々の規

制をしなければ善良の風俗や清浄な風俗環境が害されるなどのおそれがあって、そ

本件特殊営業の位置付けは合理性を父くものとはいえないとし、このような風営法

における上記位置付けを本件各取扱いの合理性の根拠として挙げている。

付対象とされているところ、風営法において、風俗営業及び性風俗関連特殊営業

（同法2条5項）についてはいずれも善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び

いはない（同法1条）。また、立法府としては、性的サービスに関わる本件特殊営

業について、許可制の前提となる必要不可の水準や、健全化するための遵守事項

件特殊営業がその健全化を観念し得ないものと位置付けられていると考えることは

相当でない。また、届出制、許可制の違いはあれ、風営法の規制の下で適法に営業

を行っている事業者を、本件各給付金の給付の場面で区別することは、本件各給付

金の趣旨及び目的と整合しないというほかない。したがって、風営法における本件
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特殊営業に対する規制手法をもって、本件各取扱いの合理性の根拠とすることはで

きない。

(2) 次に、多数意見は、本件各取扱いによる区別の合理性の根拠として、本件特

殊営業においてその役務を提供する接客従業者の尊厳を害するおそれがあることを

否定し難いものであることにも言及する。

しかし、本件特殊営業については、接客サ--= tfスを提供して生計を立てる接客従

業者が存在するとともに、当該サービスを求める顧客も存在しており、
L定の社会

的な需要があることは否定し難いところ、現 H法上、本件特殊営業は禁止ではなく !

規制がされているにとどまり、そこで提供される接客サービスは、人としての尊厳

を害するものとして禁止されている「売春」とは異なり(売春防止法1条ないし3

条)、法律上接客従業者の尊厳を害するものと位置付けられていないことも考慮す

べ き で あ る 。 そ し て き
「接客従業者の尊厳を害するおそれ」には、本件特殊営業に

おいて接客従業者が顧客から意に反する身体的な接触や性行為を求められる危険も

含まhieるところ、+のような危険9存在は事業者が接客従業者と顧客との間に入

ることで予防できる面があり、このよ)な事業者との適法な契約関係の下で自律的

に当該サービスを提供してい一接客従業者についてゝ当然に当人の尊厳を害するお

それがあると2では断じられない。そうすると、多数意見がいう点を踏まえても、

本件各給付金の趣旨及び目尚に照らせ趾、適法に本件特殊営業を行う事業者につい

て輪公費を支出して事業の継続を支えることは相当であると判断し得るものと考え

(3) そして、本件各取扱いの合理性判断においては、合理性の有無を慎重に検討

すべきであることからすると、多数意見がいうような理由により、本件各取扱いの

合理性を認めることはできない

4 以上に加え、本件各給付金の趣旨及び目的からぱ、事業の内容によって取扱

いを異にすべき理由がないことを考慮ずると、本件各給付金の給付対象から本件特

殊営業を除くことが合理的であるとする根拠は見当たらない一いろべきである。し
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否定し難いものであることにも言及する。

しかし、本件特殊営業については、接客サービスを提供して生計を立てる接客従

業者が存在するとともに、当該サービスを求める顧客も存在しており、一定の社会

的な需要があることは否定し難いところ、現行法上、本件特殊営業は禁止ではなく

規制がされているにとどまり、そこで提供される接客サービスは、人としての尊厳

ることで予防できる面があり、このような事業者との適法な契約関係の下で自律的

に当該サービスを提供している接客従業者について、当然に当人の尊厳を害するお

それがあるとまでは断じられない。そうすると、多数意見がいう点を踏まえても、

て、公費を支出して事業の継続を支えることは相当であると判断し得るものと考え

すべきであることからすると、多数意見がいうような理由により、本件各取扱いの

合理性を認めることはできない。

殊営業を除くことが合理的であるとする根拠は見当たらないというべきである。し

特殊営業に対する規制手法をもって、本件各取扱いの合理性の根拠とすることはで

きない。

（2） 次に、多数意見は、本件各取扱いによる区別の合理性の根拠として、本件特

殊営業においてその役務を提供する接客従業者の尊厳を害するおそれがあることを

を害するものとして禁止されている「売春」とは異なり（売春防止法1条ないし3

条）、法律上接客従業者の尊厳を害するものと位置付けられていないことも考慮す

べきである。そして、「接客従業者の尊厳を害するおそれ」には、本件特殊営業に

おいて接客従業者が顧客から意に反する身体的な接触や性行為を求められる危険も

含まれ得るところ、そのような危険の存在は事業者が接客従業者と顧客との間に入

本件各給付金の趣旨及び目的に照らせば、適法に本件特殊営業を行う事業者につい

る。

（3） そして、本件各取扱いの合理性判断においては、合理性の有無を慎重に検討

4 以上に加え、本件各給付金の趣旨及び目的からは、事業の内容によって取扱

いを異にすべき理由がないことを考慮すると、本件各給付金の給付対象から本件特
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だ が っ て 輪 本 件 各 取 扱 い は 、 憲 法 1 4 条 1 項 に 違 反 す る も の で あ る と 考 え る 。

よって、原判決は破棄菩免れず、本件特殊営業を行う事業者であることを理、】

由に上告人を本件各給付金の給付対象から除外することはTきないことを目【』提とし.1;ー

て、更に′審理を床くさせるため、本件を原審に差E!すのが相当である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 寓 川 美
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裁判官沁
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裁判官

.41
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たがって、本件各取扱いは、憲法14条1項に違反するものであると考える。

由に上告人を本件各給付金の給付対象から除外することはできないことを前提とし

最高裁判所第一小法廷

5 よって、原判決は破棄を免れず、本件特殊営業を行う事業者であることを理

て、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。

裁判長裁判官 津！子

裁判官

裁判官

裁判官

裁判官 村
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被上告人 国

同代表者法務大臣 鈴 馨 祐

同指定代理人 井 美 香

東京都千代田区丸の内3丁目2番 3号 丸の内二重橋ビルディング

被′上告人 デロイト'卜+ ~マツファ・イナン

シャルアドバイザリー合同会社

福島和宏

野下j えみ

同代表者代表社員

同訴訟代理人弁護士

東京都千代田区九の内1丁目9番 2号

被上告 人゛

同代表倉代表取締役

同訴訟代理人弁護士j

株式・会社リ ?ルート

北
倉
松 柵

吉
雄
隼

弘
作
人

同代表者代表取締役

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

東京都千代田区丸の内1丁目9番2号

同代表者代表取締役

株式会社

シャルアドバイザリー合同会社

株式会社リクルート

皆事者目録
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最高裁判所第一小法廷

裁判所書記官

最高裁 24-001158
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これは正本である。
この正本は、理由書について印を省略している。

令和7年6月 日

仲吉“建夫


